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ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

（
測
定
方
法
）

（
測
定
方
法
）

第
二
条

法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
十
五
条
第
三
項
並
び
に
ダ
イ
オ

第
二
条

法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
十
五
条
第
三
項
並
び
に
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第

キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第

一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

令
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
令
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物

の
焼
却
炉
の
う
ち
焼
却
能
力
が
一
時
間
当
た
り
二
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム

未
満
の
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
ガ
ス
を
測
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
第
一
号
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
っ
て
十
分
な
精

度
を
有
す
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

イ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
ア
リ
ー
ル
炭
化
水
素
受
容
体
に
結
合
す
る
こ
と

を
利
用
し
た
方
法

ロ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
抗
原
と
す
る
抗
原
抗
体
反
応
を
利
用
し
た
方
法

２

令
第
四
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
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る
。

一

高
分
解
能
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計
に
よ
り
測
定
す
る
方
法

で
あ
っ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

二

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

（
二
・
三
・
七
・
八
―
四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
へ

（
二
・
三
・
七
・
八
―
四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
へ

の
換
算
）

の
換
算
）

第
三
条

法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
二
・
三
・
七
・
八
―
四
塩
化

第
三
条

法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
二
・
三
・
七
・
八
―
四
塩
化

ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
へ
の
換
算
は
、
次
項
に
定
め
る
場

ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
へ
の
換
算
は
、
別
表
第
三
の
中
欄

合
を
除
き
、
別
表
第
三
の
中
欄
に
掲
げ
る
異
性
体
の
測
定
量
ご
と
に
そ
れ
ぞ

に
掲
げ
る
異
性
体
の
測
定
量
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
合
計
し
て
す
る
も
の

を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
合
計
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
性
体
の
測
定
量
が
定
量
下
限
未
満
で
あ

の
異
性
体
の
測
定
量
が
定
量
下
限
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
性
体
の
測
定
量
は
零
と
し
て
換
算
す
る
。

性
体
の
測
定
量
は
零
と
し
て
換
算
す
る
。

２

前
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
測
定

さ
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
量
は
、
当
該
測
定
量
を
も
っ
て
、
二
・
三
・
七

・
八
―
四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
へ
換
算
し
た
も
の

と
す
る
。

第
四
条
～
七
条
（
略
）

第
四
条
～
七
条
（
略
）

（
廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
ば
い
じ
ん
等
の
処
理
に
係
る
基
準
）

第
七
条
の
二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
一
グ

ラ
ム
に
つ
き
三
ナ
ノ
グ
ラ
ム
と
す
る
。

２

前
項
の
基
準
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場

合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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第
八
条
～
第
十
七
条
（
略
）

第
八
条
～
第
十
七
条
（
略
）

様
式
第
一
（
第
四
条
関
係
）

特
定
施
設
設
置
（
使
用
、
変
更
）
届
出
書

様
式
第
六
（
第
八
条
関
係
）

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
測
定
結
果
報
告
書

附

則

附

則

第
一
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

平
成
十
二
年
一
月
十
五
日
に
お
い
て
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事

が
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物
焼
却
炉
で
あ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
当
該
特

定
施
設
の
集
じ
ん
機
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他

の
燃
え
殻
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
処
分
を
行
う
限
り
、
第

七
条
の
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一

セ
メ
ン
ト
固
化
設
備
を
用
い
て
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に

安
定
し
た
状
態
に
す
る
た
め
に
十
分
な
量
の
セ
メ
ン
ト
と
均
質
に
練
り
混

ぜ
る
と
と
も
に
、
適
切
に
造
粒
し
、
又
は
成
形
し
た
も
の
を
十
分
に
養
生

し
て
固
化
す
る
方
法

二

薬
剤
処
理
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
薬
剤
と
均
質
に
練
り
混
ぜ
、
重

金
属
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に
安
定
し
た
状
態
に
す
る
方
法

三

酸
そ
の
他
の
溶
媒
に
重
金
属
を
溶
出
さ
せ
た
上
で
脱
水
処
理
を
行
う
と

と
も
に
、
当
該
溶
出
液
中
の
重
金
属
を
沈
殿
さ
せ
、
当
該
沈
殿
物
及
び
脱

水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
汚
泥
に
つ
い
て
、
重
金
属
が
溶
出
し
な
い
状
態

に
し
、
又
は
製
錬
工
程
に
お
い
て
重
金
属
を
回
収
す
る
方
法

第
三
条
（
略
）

第
三
条
（
略
）
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○

余
水
吐
き
か
ら
流
出
す
る
海
水
の
水
質
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
第
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１
～
２
（
略
）

１
～
２
（
略
）

３

第
一
項
第
一
号
及
び
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
は
最
終
処
分
基
準
省

３

第
一
項
第
一
号
及
び
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
は
最
終
処
分
基
準
省

令
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号

ハ
（
同
令
第

令
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令
第
二

二
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む

条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。

。
）
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に

）
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

よ
り
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
は
ダ
イ
オ
キ
シ

り
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に

類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定

よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。


